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株主総会の招集通知関連書類の電子提供の促進・拡大に向けた提言 

～企業と株主・投資家との対話を促進するための制度整備～ 

 
2016（平成 28）年 4 月 21 日 

株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会 
 

I 提言の経緯・背景 

 
 企業が持続的な成長や中長期的な企業価値向上を実現する上では、企業と株主・投

資家が建設的な対話を行うことが重要である。この対話促進に向けた具体策について、

株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会（以下、「本研究会」という。）は、

昨年 11 月以降、「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」（座長：伊藤邦

雄一橋大学大学院商学研究科特任教授）の提言（2015（平成 27）年 4 月公表）、そし

て、「日本再興戦略改訂 2015」（2015（平成 27）年 6 月閣議決定）を踏まえ、検討し

てきた。 
 
 特に、本研究会は、株主総会プロセスにおけるインターネットの利用が、企業と株

主とのコミュニケーションの幅を拡げ、対話の質を更に高めていくのではないかとい

う問題意識の下、株主総会の招集通知等の情報提供の在り方について、諸外国の事例

を参照しながら、我が国における法制度や実務の現状を踏まえて議論を重ねてきた。 
 
 我が国におけるインターネットの利用者は既に 1 億人を突破しており、インターネ

ット利用率も 13～59 歳層では 9 割を超えている 1。上場会社の株主総会の招集通知等

の情報も既にインターネット上で提供されており、その掲載情報を株主に電子メール

等で通知するサービスも展開されている。また、インターネットを活用した情報提供

は、株主にとって有用な情報へのリンクや動画提供等の工夫の余地を高めることで、

株主総会前に提供される情報を充実させやすくするとともに、株主による議案の検討

期間、株主と企業との対話期間の確保にも資するなど、本研究会が目指す「対話型株

主総会プロセス」を実現する上で有効な手段であるとの期待が高い。これを実現して

いくためには、企業がインターネット利用の普及・発展状況を踏まえつつ効果的かつ

効率的に株主と対話していけるよう、招集通知等の情報提供に関する法制度を見直し

ていくことが期待される。 
  
 本提言は、企業と株主・投資家との対話を促進するという観点から、招集通知関連

書類の電子提供を促進・拡大させる方向で柔軟に制度を整備していくことを求めると

ともに、その具体的な制度設計の在り方や留意点について、企業実務等の観点を踏ま

えてとりまとめたものである。今後、法制度上の具体的な措置内容について更なる検

討が進められることを期待したい。また、そのような制度整備の動きを契機として、

株主総会プロセスを支える対話支援産業によるサービスの充実が図られ、望ましい対

話環境が構築されていくことを期待する。 

                                                   
1 総務省「平成 26 年通信利用動向調査」 
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Ⅱ 我が国及び諸外国における招集通知関連書類の電子提供制度の概要 

 

１．我が国における現行制度の概要と企業の利用状況 

 
 株主総会の開催前に、我が国の上場会社が株主に提供すべきと会社法上定められて

いる招集通知及び関連書類としては、以下が挙げられる。 
 

書 類 記載内容 
① 招集通知 日時、場所、議題等 
② 議決権行使書面 議案の賛否欄、行使期限、株主の氏名・議決権数等 
③ 株主総会参考書類 議案、提案の理由等 
④ 事業報告 会社の現況、役員、株式に関する事項等 
⑤ 計算書類 

連結計算書類 
貸借対照表、損益計算書等 
連結貸借対照表、連結損益計算書等 

⑥ 会計監査報告・監査報告 会計監査報告、監査役会等の監査報告 
 
 これらの招集通知及び関連書類の電子提供に関しては、現行の会社法では二つの制

度が設けられている。 
 

（事前の個別承諾による電子提供制度） 

 第一の制度は、株主から事前に個別承諾を得ることで、上記①から⑥のすべての書

類を電磁的方法により提供できるという制度である（会社法第 299 条第 3 項及び第

301 条 2 項等）。ただし、株主からの個別の請求があるときには、上記②及び③（議

決権行使書面及び株主総会参考書類）を書面で交付しなければならないという書面請

求権を伴っている（会社法第 301 条第 2 項但書及び第 302 条第 2 項但書）。 
 この制度は、2002（平成 14）年の商法改正により導入されたものだが、制度導入

から十数年後の足元における上場会社の利用状況をみると、全体の 2.6％にとどまっ

ている 2。その背景としては、株主から個別に電磁的方法による提供をうけることに

ついて事前承諾を得ることに加え、株主からの個別の書面請求への対応も生じるなど

の事務手続上の煩雑さが指摘されている。 
  

（Web 開示によるみなし提供制度） 

 第二の制度は、定款の定めに基づき、招集通知の関連書類の一部について、いわゆ

る Web 開示を行うことにより株主に提供したものとみなすことで、書面による提供

を省略できる制度である（会社法施行規則第 94 条第 1 項、第 133 条第 3 項、会社計

算規則第 133 条第 4 項、第 134 条第 4 項）。第一の制度とは違い、制度上、事前の個

別承諾や書面請求への対応は要請されていない。 
 この制度は、2006（平成 18）年の会社法の施行により導入されたものだが、足元

                                                   
2 商事法務研究会「株主総会白書 2015 年版」（『旬刊商事法務』2015.12/1 臨時増刊号）。なお、後述す

るように、近年諸外国では、個々の株主からの事前承諾を得る制度の下では電子提供が広く普及しな

いとして、個別承諾なしで電子提供を行える制度が整備されている。 
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における上場会社の利用状況をみると、全体の 45％となっている。このうち約 2 割

の企業（上場会社全体の 8.6％）が、2015（平成 27）年 5 月施行の改正会社法施行

規則により Web みなし提供の対象範囲が拡大されたことなどを受けて、新規に当該

制度の利用を開始しているものと思われる 3。このように、第一の制度に比べると第

二の制度の利用は大きく進んでおり、企業側における電子提供へのニーズも伺えると

ころではあるが、それでもなお、大半の企業が利用している状況には至っていない。

その背景としては、電子提供できる招集通知の関連書類の範囲が上記③から⑥の「一

部」にとどまっていることが挙げられる。株主総会情報の利用者からも、例えば計算

書類の一部である個別注記表が Web みなし提供された場合、計算書類本体や計算書

類に係る監査報告書と一体として書面提供されないことへの不都合も指摘されてい

る。 
 

（発送前 Web 開示） 

なお、上場会社に関しては、2009（平成 21）年の上場規則改正により、招集通知

や関連書類のインターネット開示が義務付けられている。また、2015（平成 27）年

6 月に制定されたコーポレートガバナンス・コードの要請も受け、招集通知及び関連

書類を発送する前に、当該情報を取引所が運営する TDnet や自社の Web サイト等で

任意に開示するという実務が急速に浸透しつつある 4。これにより、株主は、書類が

手元に届くよりも早くインターネット上で株主総会情報を入手し、議案の検討期間や

対話期間を確保することが可能になるため、対話促進という観点からもその円滑な実

施が期待されるところである。 
しかしながら、発送前 Web 開示はあくまで任意の取組であって、法制度上は紙媒

体で発送する必要がある。このため、印刷や封入等に係る期間や費用、紙面の制約に

より、株主に伝えたい情報を盛り込みがたいという課題は引き続き存在すると指摘さ

れている。 
 
２．諸外国における電子提供制度の概要 

 

 以上のように、我が国においては、招集通知及び関連書類を電子提供する制度はあ

るものの、その利用は限定的で、書面により郵送することが主流となっている。一方

で、諸外国においては、近年、紙媒体の印刷・郵送に伴うコストや環境負荷を軽減す

ることに加え、企業と株主・投資家との対話やコミュニケーションを充実させること

を目的として、招集通知の関連書類を原則として電子提供することを軸とした制度が

整備されており、その利用も進んでいる。 
 
例えば、米国では、当初は我が国と同様、個々の株主からの事前同意があれば株主

総会関係書類を電子提供することが可能であったが、それでは電子提供が広く普及す

るには至らなかった。そこで、2008（平成 20）年、株主総会関係書類をインターネ

                                                   
3 商事法務研究会「株主総会白書 2015 年版」（『旬刊商事法務』2015.12/1 臨時増刊号） 
4 例えば、2015（平成 27）年 6 月総会企業（東証上場会社、3/31 基準日の 2,352 社）のうち、招集通知

及び関係書類を発送前に Web 開示した企業は 769 社（約 33％）と、昨年（91 社、3.9％）より大幅に

増加している。 
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ット上で開示し、その旨を株主に書面で通知することにより、個々の株主の同意を得

ることを不要とするという、「Notice & Access 制度」と呼ばれる制度が導入されて

いる。当該制度を採用した企業の株主は、株主総会の日時、場所、招集通知関連書類

が掲載されている Web アドレス、議案の概要等が記載された通知を書面で受け取り、

それ以外の情報についてはインターネットにアクセスすることで入手することとな

る。この Notice & Access 制度の利用企業数は年々増加傾向にあり、2015（平成 27）
年度では、上場会社の約 4 割（2,342 社）が当該制度を利用している。特に、株主数

の多い会社ほど制度の利用率は高く、15 万人以上の株主を有する企業の約 8 割が当

該制度を利用している。また、個人株主の約 8 割が招集通知関連書類を電子的に受

け取っている 5。 
カナダでは、2013（平成 25）年に、米国制度を一部修正した「Notice & Access

制度」が導入されており、当該制度を採用した企業の株主は、米国制度上の通知に加

え、議決権行使書を書面で受け取ることとなる。2014（平成 26）年度の利用企業数

は 416 社（上場会社の約 1 割）となっている 6。 
英国では、2006 年会社法により、定款変更やみなし同意取得といった所要の手続

きを経た上で、招集通知関連書類が掲載されている Web アドレスが記載された通知

を書面で提供する制度が導入されおり、個人株主の 85％が当該通知を受け取ってい

る 7。 
いずれの制度も、株主から積極的な個別承諾を得ることなく、招集通知関連書類を

電子提供できる点で共通している。また、これらの制度導入後、電子提供が相当程度

普及している状況にある。 
 
なお、ドイツやフランスでは、招集通知本体とそれ以外の関連書類とでは、法制度

上の情報提供の在り方が異なっている。具体的には、招集通知等の情報を公告又は電

子公告で提供した上で、総会日時や場所が記載された招集通知本体については株主に

書面で提供することが求められるが、日本の事業報告・計算書類に相当する関連書類

については Web サイトに掲載すれば書面提供せずとも良いこととなっている。 
 

 
Ⅲ 企業と株主・投資家との対話を促進するための具体的提言 

 
１．株主総会プロセスにおけるインターネットの利用効果 

  

 日本の株主総会は、諸外国に比して決算後早いタイミングで開催されており、株主

が議案検討や対話を行うための実質的な期間が十分ではないと指摘されている。また、

株主総会を含めた対話プロセス全体を通じて株主にとって有用な情報が利用しやす

い形で提供されることが求められている。こうした中で「対話型株主総会プロセス」

を実現していくには、国民生活や企業活動の基盤として定着しているインターネット

                                                   
5 Broadridge, “Analysis of Distribution and Voting Trends Fiscal Year Ending June 30, 2015” 
6 Broadridge, “Industry and Investor Intelligence” 
7 Prism Cosec, “Prism Briefing”, August 12, 2015. なお、シンガポールでも英国同様の制度が最近導

入されている。 
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を最大限活用することが有益である。 

 
招集通知等の情報提供についてみると、現在、上場会社においては、コーポレート

ガバナンス・コードを踏まえ、招集通知及び関連書類を発送するよりも前に、インタ

ーネット上に開示するという自主的な取組が急速に拡大しつつある。また、招集通知

等の情報がインターネットに掲載されたタイミングでその事実を株主に電子メール

等で通知するシステム環境も既に存在している 8。これにより、株主の議案検討期間

が拡大することが期待される。 
しかしながら、これはインターネットの利用効果の一部にすぎない。招集通知や関

連書類をインターネット上で開示するとしても、法制度上のプロセスとしてこれらを

紙媒体で郵送するという実務に変わりがない以上、印刷・封入する機械の処理能力や

印刷・封入・郵送に要する期間・費用等との関係で、株主に送付する書面の頁数に制

約が生じ、企業が株主に伝えたい情報を自由に盛り込みがたいという課題は引き続き

残されている。諸外国のように、紙媒体による情報提供からインターネット上での情

報提供へと移行できるようになれば、印刷・封入等に要する時間や費用、紙面の制約

から解き放たれ、株主総会前に提供される情報の充実や対話期間の確保にも資すると

考えられる。 

 

 また、インターネットを利用した情報提供が株主・投資家にもたらす利便性にも着

目すべきである。招集通知等の情報提供がインターネットを中心として行われるよう

になれば、企業側による情報提供面での工夫も進み、以下のような効果・メリットが

高まると期待される。 

① 情報を検索しやすくなる。株主は、自分の関心がある情報にリンクを通じて直

接アクセスでき、情報を探す手間を省くことができる。 
② 情報を比較・分析しやすくなる。XBRL などのダウンロード可能なデータ情報

であれば、分析ツール等を活用して、他の情報との関連付けを行いながら、企

業間の比較・分析を行うことが容易になる。株主自らが分析を行わずとも、情

報ベンダー等を通じてそれらの情報を入手しやすくなる。 
③ 招集通知以外の情報にアクセスしやすくなる。株主は、決算短信、有価証券報

告書、コーポレート・ガバナンス報告書、アニュアルレポート、その他会社の

製品・サービス情報など、企業の Web サイト上にある招集通知以外の情報にア

クセスする機会を得ることができる。 
 

加えて、インターネットは、多数の個人株主との対話やコミュニケーションを充実

させたいと考える企業にとっても重要なツールとなりうる。例えば、招集通知情報と

併せて経営陣や役員候補者からのメッセージ動画を提供したり、株主総会のインター

ネット中継を行うことで、株主と経営層との距離感を縮めることができる。個人株主

と企業がインターネットでつながるようになれば、株主総会を含めた対話プロセス全

体を通じて、企業側からタイムリーに情報提供したり、質問に対応するなどのコミュ

                                                   
8 例えば、全ての上場会社の招集通知等の情報は、証券取引所が運営する TDnet に掲載されるが、この

掲載情報を新着メール等で通知するサービスが存在している。 
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ニケーションもやりやすくなる。総会前の質問受付やこれを踏まえた追加情報の提供、

総会後の決議通知と併せて総会当日の質疑応答等の状況の情報提供等の取組みが進

めば、株主との対話は一層充実したものになると期待される。 
 
以上のような対話促進効果に加え、招集通知関連書類をインターネット経由で提供

する場合、紙資源の節約等を通じた環境負荷の軽減効果も期待できる。我が国の上場

会社の株主数は 2014（平成 26）年度で延べ 4,713 万人 9に達するところ、電子提供

がほぼ進んでいない現状では、それに匹敵する数の招集通知及び関連書類が毎年作成

されていると想定されるが、例えば、外国人投資家の常任代理人が保管する株式に関

しては、同一の常任代理人宛てに、同一の株式銘柄を保有する名義株主数分の招集通

知及び関係書類が送付されるため、年間約 8 万冊の招集通知及び関係書類のほぼ全

量が廃棄処分されているとの報告もある。 
 
なお、紙媒体の書類ならではの利便性もある。例えば複数の書類を並べて閲覧した

り、付箋を貼ったりすることで比較分析を行うような場合は、紙媒体の方が使い勝手

が良いとも指摘される。しかしながら、電子提供だからこそ、環境負荷軽減を図りな

がら、多数の株主にタイムリーかつ低コストで充実した情報提供が可能となり、株主

全体としてのメリットを高めることにもつながると期待されるところ、その可能性を

損なわないようにすることは重要である 10。 
 
また、印刷・封入等に係る費用に関しては、株主数の多い大手企業では 1 億円を

超える場合もあるところ、招集通知関連書類をインターネット経由で提供することに

伴う費用削減効果は、企業が対話促進に向けた情報提供の充実等に取り組むインセン

ティブとなりうるという点で評価に値すると考えられる 11。 
   
 
２．招集通知関連書類の電子提供の促進・拡大に向けた制度整備（提言） 

 

 以上のように、株主総会プロセスにおけるインターネットの利用には、企業と株主

とのコミュニケーションの幅を拡げ、対話の質を更に高めていける可能性がある。我

が国のインターネット利用者は既に 1 億人を突破している。また、インターネット

の利用率は約 8 割（13~59 歳では 9 割以上、60 代前半では 8 割、60 代後半では 7
割）に達しており、60 歳以上の利用も増加傾向にある 12。このように一般に普及し

                                                   
9 東京証券取引所・名古屋証券取引所・福岡証券取引所・札幌証券取引所「2014 年度株式分布状況調査」 
10 株主によって情報の閲覧方法は異なりうること、また、インターネット上に情報があればそれを印

刷することにより紙媒体で取得することができることも考慮に値する。 
11 2015 年 12 月に実施した経団連参加企業 41 社に対するアンケート調査結果によると、回答企業 28 社

のうち 8 社が招集通知の印刷・封入等の費用が 1 億円以上と回答している。また、招集通知関連書類

をインターネット経由で提供することに伴う追加費用も発生しうるため、その削減効果そのものは限

定的ではないかとの見方も提示されている。この追加費用としては、書面請求や email 通知登録に係

る管理コストや配当通知の別送コスト等が挙げられている（「招集通知の印刷封入日数・費用等に関す

るアンケート」）。 
12 総務省「平成 26 年通信利用動向調査」 
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ているインターネット技術を適切に活用することができれば、企業と株主・投資家と

の対話の一層の充実・質の向上を図ることができ、本研究会が目指す「対話型株主総

会プロセス」の実現に向けた大きな一歩となる。法制度面においても、技術の普及状

況を見ながら、これらの効果が得られるような柔軟な対応ができないか、検討される

べきである。 
 
 以上を踏まえ、本研究会は、企業と株主・投資家との対話の充実を図るための環境

整備の一環として、今後、国民生活や企業活動におけるインターネット利用が更に拡

大・深化していくことも視野に、  
 株主にとって有用な情報へのリンクや動画提供等の工夫を通じた情報提供

の充実 
 株主の議案検討期間の拡大  
 多数の個人株主とのコミュニケーションの充実 

が図られるよう、企業による利用が限定的となってしまっている現行制度を見直し、

以下の方向で「新たな電子提供制度」を整備していくことを提言する。 

 法制度上においても、インターネットの普及を踏まえ、電子的な手段を通じ

て対話の一層の充実を図る方向で柔軟に見直していくこと 
 制度変更により生じうる不利益がある場合は、適切に手当てが講じられるよ

うにすること 

 
 また、この「新たな電子提供制度」の骨格としては、諸外国の取組みが参考になる

と考えられる。各国（米国・カナダ・英国）で近年導入された電子提供を軸とした制

度の共通点としては、以下が挙げられる。 
① 株主総会前に提供すべきと制度上要請された全ての情報がインターネット

上で開示されていること 
② Web アドレス等の必要最低限の情報は書面で株主に通知されること 
③ 企業が当該制度を利用する上で、株主からの個別承諾は要さないこと 
④ 情報を書面で受け取ることを希望する株主は、その旨企業に要請する必要が

あること 
 
（注）なお、各国ともに、株主からの個別承諾があれば、全ての情報を電磁的方法により提供す

ることが認められている（例えば電子メールで株主総会情報が掲載された Web アドレスや

議決権行使サイトへのリンク情報等を通知することで書面送付はしない等）13。上記で掲げ

る共通点は、株主からの個別承諾を得ない場合の制度設計に関するものであり、株主には

何らかの情報が書面提供されることが前提になっている。 
 
我が国において、対話促進の観点から招集通知関連書類の電子提供を促進・拡大し

ていくにあたり、今後、以上のような要素を参考にしながら、我が国の株主総会を取

り巻く制度環境や実態、企業実務の観点も踏まえ、「新たな電子提供制度」の具体的

な制度設計が行われることを期待したい。 
                                                   
13 ドイツでは、定款の定めにより、招集通知を含め全ての情報を電磁的に提供することができる。 
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Ⅳ 「新たな電子提供制度」の具体的な制度設計に向けて 

 

１．「新たな電子提供制度」の具体的な制度設計の在り方 

 
 本研究会は、上記提言の内容を踏まえ、「新たな電子提供制度」の具体的な制度設

計についても検討を行った。その際、本制度の趣旨が株主との対話促進にあること、

また、多数かつ多様な株主構成を有するからこそ充実した情報を適切なタイミングで

提供するにあたってインターネットの利用効果が高いことから、主に上場会社に利用

されることを念頭に議論を行ったところである。 
 また、本研究会においては、具体的な制度設計の内容について、制度の利用手続や

株主から書面請求への対応のあり方を中心として、法改正が行われることも前提とす

る様々な考え方が議論された。以下は、主な論点ごとに議論を整理したものであるが、

それぞれの案は相互に関連し、例えば、総会決議を経た上で「新たな電子提供制度」

を利用することができるのであれば書面請求権の排除を可能としてもよいとの意見

や、取締役会決議を経るだけで利用することができるのであれば書面請求権の排除に

ついては慎重に考えるべきであるなどの意見が出され、議論が行われた。 
これらの考え方をたたき台として、今後、「新たな電子提供制度」の具体化に向け

た議論がなされることを期待する。 
 
（１）書面提供・電子提供とする情報の範囲 

 

「新たな電子提供制度」の前提として、法令上株主総会前に提供すべきと規定され

た情報が、書面提供の対象か電子提供の対象かに関わらず、全てインターネット上に

開示されていることが求められる。また、株主の利便性を考慮すれば、これらの情報

はまとまったかたちで開示されていることが望ましい。 
 

（原則書面提供とする情報の範囲） 

その上で、以下の情報については、株主に提供する必要最低限の情報として、株主

からの個別承諾を得ない限り、書面により通知することとするのが適当である（すな

わち、以下に掲げる情報であっても、株主からの個別承諾があれば、電磁的な方法に

より提供することはできる）。 
① 株主総会の基本的情報 
② 法令上、株主総会前に提供すべきと規定された情報が掲載された Web サイト

のアドレス 
「株主総会の基本的情報」については、株主の利便性やインターネットにアクセス

して関係書類を参照しようとする動機付けという観点から、総会日時・場所、議決権

行使手続きに関する情報、議題など、現行制度上の「狭義の招集通知」に相当する情

報を対象とすることが合理的である。また、「Web サイトのアドレス」は、株主総会

に関する情報へのアクセス手段を示す重要情報であり、書面通知の対象とするのが適

当である。 
 
これに加え、以下についても、当分の間は、株主からの個別承諾を得ない限り、書
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面により通知することとするのが望ましい。 
③ 議決権行使書面 
「議決権行使書面」は、株主による権利行使のための手段の一つであるとともに、

我が国では書面投票制度が定着しており、議決権行使書面が株主総会への出席カード

としての役割を担っているという現状もある。株主の利便性や議決権行使率を確保す

るという観点からは、米国のような議決権行使プラットフォーム 14の利用が浸透して

いない現時点では、当分の間、議決権行使書面を原則書面提供と扱うのが望ましい。 
 

（個別承諾なしに電子提供できる情報の範囲） 

上記を除く情報（現行制度上の株主総会参考書類、事業報告、計算書類・連結計算

書類、会計監査報告・監査報告に相当する情報）については全て、株主の個別承諾が

なくともインターネット経由で提供できることとするのが適当である。すなわち、こ

れらの情報に関しては、企業側が電子提供とするか書面提供とするかを柔軟に選べる

ようにすることが適当である。 
 
なお、株主の個別承諾なしに電子提供できる情報の範囲に関しては、例えば定款変

更という重い手続を経るのであれば、全ての情報を電子提供することも含め、電子提

供とする情報の範囲を企業が選べるようにし、原則書面による通知の範囲を法令上定

めないこととしてはどうかとの意見があった。また、中長期的には、全ての情報を個

別承諾なしに電子提供できるようにすることを視野に、見直し規定を設けるべきとの

意見もあった。いずれの意見も、インターネット環境の変化に応じてスムーズに対応

できるような工夫が必要という問題意識が背景にある。 
 
さらに、上記提案は、現行法上、株主総会前に提供することが要請されている情報

を前提としたものであるが、電子提供が主流となった場合は今よりもタイムリーかつ

低コストで情報提供することが可能になることを踏まえ、そもそも株主総会前に提供

すべき情報の範囲について、株主の議案検討に資する有用な情報は何なのかを含め、

改めて検討を行う必要があるのではないかとの意見もあった。 
 

（２）「新たな電子提供制度」の利用手続き 

 

 招集通知等の情報提供についてどこまで電子化を進めるべきかの判断は各上場会

社の株主構成等によっても異なりうる。株主の中にも書面を欲する株主もいれば、Ｉ

Ｔ化が進む中で書面が送付されることにストレスを感じる株主も増えているとの指

摘もある。このため、「新たな電子提供制度」を利用するのか、従来どおり書面によ

り提供するのかについては、各上場会社が置かれている状況に応じて選択できるよう

にするのが適当である。 
 
 この制度利用を選択する手続きに関して、本研究会では、次の２つの案が示された。 

                                                   
14 米国やフランスにおいては、議決権行使サイト等から株主総会の出席カードを入手することが可

能となっている。 
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【Ａ案】株主意思確認手続き（総会決議）を経た上で、「新たな電子提供制度」を

利用できるようにする。 

【Ｂ案】企業内部の意思決定により、「新たな電子提供制度」を利用できるように

する。 

 
 【Ａ案】は、電子提供に関する個別の事前承諾の代わりに、株主意思確認手続き（総

会決議）を経るという案である。この背景には、手続の透明性確保の観点から、また、

株主との関係性といった実態面も考慮すると、総会決議を経ることで株主の了解を得

ておく方が望ましいという考えがある。 
 なお、総会決議としては、定款変更を支持する意見と、特別決議を要する定款変更

ではなく普通決議で対応できる方が良いとする意見に分かれた。前者に関しては、現

行の会社法上、定款により各企業が電子公告制度や Web 開示によるみなし提供制度

の採用を選択できるのと同様に、「新たな電子提供制度」を利用できるようにする方

がわかりやすいとの指摘があった。 
 
【Ｂ案】は、米国やカナダのように、取締役会決議など、会社内部の意思決定に基

づき「新たな電子提供制度」を利用するという案である。この背景には、株主に提供

すべき対象は情報であり、書面提供とするか、電子提供とするかといった情報提供手

段の選択については、制度上、差を設けるべきではないという考えがある。すなわち、

書面提供の場合と同様に、電子提供の場合も、株主の個別承諾や株主意思確認手続き

（総会決議）は不要という考えであるが、インターネットが相当程度普及している中

で定款変更という重い手続きを経ることが本当に必要なのか、定款変更手続きを求め

るのはあくまで書面提供を原則とした考え方に基づくものであり、これまでの対面・

書面原則を転換し、「原則ＩＴ」をルール化するとの政府方針にそぐわないのではな

いか、との指摘もあった。 
 
なお、英国で導入されている「みなし同意」手続き（電子提供に関して同意を求め

る通知を株主に郵送し、一定期間内に回答がなかった場合は電子提供に同意したとみ

なす制度）に関しては、事務手続きがかえって煩雑になり、実務として利用しがたい

との見解が示された。 
 

（３）株主からの書面請求への対応 

 

このように「新たな電子提供制度」の下では、必要最低限の情報を除き、原則イン

ターネット経由で提供することとなるが、いわゆるデジタルデバイドが懸念される一

部の個人株主等との関係も含め、これらの情報を引き続き書面で欲しいという株主へ

の対応が論点となる。 
 
これに関し、本研究会では、大きくわけると、次の２つの案が提示された。 
【Ａ案】法令上は株主からの書面請求への対応を求めないが、企業が内部で取扱い

を定めた上で対応することとする。 
【Ｂ案】法令上、株主からの書面請求への対応を求めるが、企業実務への影響等に
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配慮した内容とする。 
 

（書面請求への対応を法令上は求めず、企業の自主的対応に委ねる場合） 

まず、【Ａ案】の考え方としては、2 通りの指摘があった。 
第 1 としては、書面であれインターネット経由であれ、株主に何らかの情報を提

供することで議決権行使の機会は与えられているのだから、特段書面請求への対応を

法令上規定せずとも良いとの考え方である。 
第 2 としては、株主意思確認手続き（定款変更等）を経て「新たな電子提供制度」

を導入するのであれば、株主からの賛意を得る手続を踏むこととなるため、書面請求

への対応を法令上規定せず、企業が内部で取扱いを定めた上で対応すれば良いとの考

え方である 15 16。 
 
次に、株主からの書面請求について、企業が内部で取扱いを定めた上で対応をする

ことについては、そもそも企業には株主との円滑かつ良好な関係を構築したいという

インセンティブがあることを踏まえると、企業に対応を委ねたとしても問題はないの

ではないかとの意見が提示された。実際、昨年 11 月に行ったアンケート調査結果に

おいても、新たな電子提供制度の導入に関する課題として多くの企業（282 社中 116
社（41.1％））の実務担当者が「高齢者などのデジタルデバイド問題」を指摘するな

ど、株主との関係性を課題と捉える企業は多い 17。また、企業により株主構成等も異

なるので、企業の判断に委ねた方がより適切な対応を柔軟に講じることが期待される

のではないかと見解もみられた。 
より具体的な対応としては、株主の買増請求への対応と同様に、書面請求への対応

を各社が株式取扱規定で定めることを推奨することで、具体的な内容を実務に委ねる

との案や、コーポレートガバナンス・コードにより対応を促してはどうかとの案が提

示された。 

                                                   
15 本研究会では、現行の会社法及び関係法務省令上、例えば、定款の定めにより招集通知関連書類の一

部を Web 開示によりみなし提供する場合や募集株式の発行の際に募集事項の通知を電子公告による

公告で代替する場合において、株主に書面請求権は認められていないとの指摘があった。他方、Web
開示によるみなし提供制度はその対象事項が限定されている等の条件が別途存在すること、また、現

行の会社法及び関係法務省令上、そもそも書面性が要求されていない募集事項の通知と取締役会設置

会社においては原則書面性が要求されている招集通知及び関連書類とでは位置づけが異なること等を

理由として、これらの制度の存在を理由に「新たな電子提供制度」の下での書面請求権の是非を議論

することは適切ではないとの見方もある。なお、現行の会社法本体の文言上は、招集通知本体及び株

主総会参考書類と、事業報告、計算書類・連結計算書類、会計監査報告・監査報告とでは、書面性が

求められている程度について差異があるのではないかとの指摘もあった。 
16 本研究会では、ドイツにおいては、①招集通知本体については、定款により電磁的方法による提供と

定めた場合は書面請求に応じる義務はなく、②招集通知本体以外の関連書類については、定款の定め

がなくとも、インターネット上で提供されているのであれば書面請求に応じる義務はないとの紹介が

あった。また、米国・カナダの Notice & Access 制度は、株主意思確認手続きを経ずに導入するもの

だからこそ書面請求への対応が義務づけられているのであって、株主意思確認手続きを経て「新たな

電子提供制度」を導入するのであれば、書面請求への対応を法令上規定しないと整理することも可能

ではないかとの指摘もあった。ただし、我が国の株主総会を取り巻く制度環境は諸外国と異なるため、

一概には比較できないのではないかとの指摘もある。 
17 経済産業省・東京株式懇話会「招集通知の Web 開示等に関するアンケート調査」（2015（平成 27）
年 11 月実施） 
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（書面請求への対応を法令上求めた場合の企業実務への影響） 

また、企業実務の観点からは、書面請求への対応を法令上規定した場合、企業によ

る「新たな電子提供制度」の利用が進まず、結果としてインターネット利用による対

話促進効果が得られなくなるのではないかとの指摘があった。実際、「新たな電子提

供制度」に関して実務面で考えられる課題として「書面請求対応等に関する管理コス

トの問題」を挙げる企業が 282社中 117社（41.5％）と最も多かったところである 18。

もし法令上書面請求への対応が求められると、例えば書面請求権を行使した株主に万

が一総会関係書類が到達していないという事態が生じた場合に総会決議取消のリス

クとなるおそれがあること等を理由として、企業側としては書面請求権の個別管理を

正確かつ厳格に行うこととなるため、費用対効果の観点から、これまでどおり書面を

一括送付することを選択することとなる可能性もある。電子提供を行う方が対話の充

実等の面で株主全体にとって好ましいという場合において、書面請求への対応を法令

上定めるといった堅い制度設計にしてしまうと、結果として株主への過剰な保証とな

り、電子化による効用を減殺しかねないのではないか。本研究会では、そのような懸

念が企業側から数多く提示された。 
なお、米国・カナダ・英国をみると、書面請求権は排除されていない一方で、電子

提供を軸とする制度（Notice & Access 制度等）の利用企業は増加している。日本で

も同様に、書面請求権を法令上位置づけたとしても制度の利用は進むのではないかと

の指摘もあったが、これに対しては、そもそも我が国では個人株主のほぼ全てが名義

株主として存在しており、我が国の株主総会を取り巻く制度環境（例えば定足数要件

や株主提案権の範囲等）も異なるため株主総会への株主の参加傾向や企業実務の対応

にも差異があると考えられ、一概には比較できないのではないかとの見方も示された。 
 

（書面請求への対応を法令上求めるが、企業実務に配慮した内容とする場合） 

一方で、【Ｂ案】は、法令上、株主からの書面請求への対応を求めるという案であ

る。この背景には、いわゆるデジタルデバイドの株主や書面により情報を欲しいとい

う株主の利便性にも配慮すべきとの考えがある。また、全ての上場会社が株主からの

書面請求に自主的に対応するとは限らない以上、株主からの理解が得られるまでの間

は、激変緩和という観点から、少なくとも現時点では書面請求権を法令上手当てして

おくべきとの考えもある。 
紙媒体の書類ならではの利便性という点では、インターネットにアクセスする手間

を省けること、情報の一覧性という点で優れている面もあることなどが挙げられると

ころ、対話促進の観点からは、紙媒体と電子媒体の双方の利点が活かされるよう手当

てするのが望ましいとの見方も示された。 
 
ただし、書面請求を法令上求める場合であっても、上記のような企業実務への影響

等に配慮した内容とすべきという意見もある。具体的には、 
① 一定の場合には書面請求への対応の不備が総会決議の取消事由とならないことと

する 

                                                   
18 経済産業省・東京株式懇話会「招集通知の Web 開示等に関するアンケート調査」（2015（平成 27）
年 11 月実施） 
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② 書面請求の期限を株主総会の一定期間前とする 
③ 書面請求権を定款により排除することができることとする 
④ 書面請求権を時限的なものとする（経過措置を設けることとする等） 
⑤ 書面請求の対象を、例えば現行法上の株主総会参考書類の範囲に限定し、あとは

企業の対応に委ねることとする 
などの案が提示された。 
なお、総会決議取消リスクとの関係については、仮に書面請求への対応の不備があ

ったとしても、通常は現行制度上の裁量棄却に該当すると解釈できるのではないかと

の考えも示された。 
 

２．制度設計に際しての留意点 

 
以上のように、論点ごとにみると、多様な制度設計上の選択肢が提示されてはいる

が、先に述べたように、それぞれの選択肢は相互に関連するものである。また、本研

究会の議論で共通していたのは、今後、インターネット利用は更に普及していくこと

が見込まれることから、今後の環境変化に応じて電子提供を行う範囲や手続きを柔軟

に変えていけるよう、企業に選択肢を与える方向で制度を整備していくことが重要で

あるという点である。具体的には、1)総会決議を経た上で、企業が柔軟に電子提供す

る情報の範囲や書面請求への対応を選択できる制度設計とすべきとの提案や、2)「新

たな電子提供制度」を利用するオプションとして総会決議型（書面請求権なし）と取

締役会決議型（書面請求権あり）の２つを手当てし、企業の実情に応じて選べるよう

にしてはどうかとの提案もあったところである。 
 

この他、制度設計に際しての留意点としては、以下が挙げられる。 
 

（企業実務の観点から利用しやすい制度設計に） 

「新たな電子提供制度」の具体化に当たっては、制度変更により生じうる不利益が

あればそれに適切に対処しつつも、当該制度を利用しやすい内容とすることで、上場

会社が一層の対話充実に取り組めるようにすることが重要である。企業における事務

手続きの煩雑さやコスト増を招くような制度では、「新たな電子提供制度」の利用を

通じた対話の一層の充実が図られないことになり得る点については留意すべきであ

る。 
 

（書面により提供すべき情報の範囲は必要最低限に） 

「新たな電子提供制度」の設計上は、書面により提供すべきとする情報の範囲を必

要最低限のものに限定することが重要である。法令上、書面提供すべき情報の範囲が

広がるほど、印刷・封入等の作業時間がかかることに加え、費用節減効果も得がたく

なる。この費用節減効果は、「新たな電子提供制度」を利用して情報提供の充実等に

取り組むインセンティブとなりうるものとして留意すべきである。 
 

（情報開示の準備や監査の期間なども勘案した招集通知期間） 

また、現行制度上 2 週間前と規定されている招集通知期間につき、「新たな電子提
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供制度」の下でどのように設定するかについては、株主による議案検討期間の確保だ

けではなく、情報開示の準備や監査の期間の確保、総会前に提供される情報の充実、

企業による柔軟な対応可能性という観点からも、十分考慮することが期待される。 
なお、本研究会では、株主提案の期限が総会日の 8 週間前とされているため、株

主提案権が多数行使される企業などにおいては招集通知発出から株主総会までの期

間を確保する上での制約になっているとの指摘があった。 
 
（インターネット利用の更なる拡大を見据えた議論） 

  制度設計に際しては、時間軸を見据えた検討も併せて必要である。招集通知等の

情報提供の電子化の議論に際しては、株主に占める高齢層の比率が高く、インター

ネット利用になじまないのではないかとの懸念がよく聞かれる。しかし、高齢層の

インターネット利用率は、5 年前に比べ、60 代では約 10％ポイント、70 代では 17％
ポイントと大きく拡大している状況にある 19。こうした状況も見据えつつ、「新たな

電子提供制度」の具体化に向けた検討も進められる必要がある。 
 
 
Ⅴ 関係者及び対話支援産業への期待 

 
１．対話促進に向けた関係者の取組み 

 

（株主・投資家等への周知・理解促進） 

  本研究会が提言する「新たな電子提供制度」は、企業と株主・投資家との対話の

充実を図ることを目的としたものであるが、その目的や利点が、株主・投資家等に

広く理解されることが求められる。すなわち、書面提供から電子提供に移行するこ

とで、多数の株主に対し、タイムリーかつ低コストで、環境負荷も軽減しながら、

例えば任意開示情報との組み合わせ等により充実した情報提供が可能となり、対話

の充実が図られることが、広く理解される必要がある。 

さもなければ、招集通知等が書面で届くことに慣れた株主・投資家からみれば、「新

たな電子提供制度」によって、必要最低限の情報しか書面で届かず、詳細情報はイン

ターネットにアクセスしないと見られないという状況に直面することとなるところ、

その状況だけをみれば、インターネットにアクセスするという手間が増える分、不都

合と感じる株主も少なからずいるだろう。株主が感じる不利益を最低化しつつ、新た

な電子提供制度を通じた企業と株主との対話の充実が図られるよう、企業や関係者に

よる周知活動が今後必要になると考えられる。 

 

（議決権の電子行使や総会日程の適切な設定等） 

また、「新たな電子提供制度」の整備は、企業と株主・投資家との対話の充実を図

る上での一手段に過ぎない。本研究会においても、招集通知等の電子提供に加え、議

                                                   
19 2014 年のインターネット利用率は、5 年前の 2009 年に比べ、60 代前半で 71.6％から 80.2％に、60
代後半で 58.0％から 69.8％に、70 代で 32.9％から 50.2％に、それぞれ拡大している（総務省「通信

利用動向調査」）。 



 

15 
 

決権の電子行使や総会日程の適切な設定等に関して議論を行ってきており、今後期待

される取組等について別途報告書としてまとめているところであるが、この内容も踏

まえ、情報開示の充実と総会議案の検討や対話期間の確保が図られるよう、関係者に

おいて、関連する取組みが併せて進められることが求められる。 
 
２．対話支援産業への期待 

 

新たな電子提供制度は、企業と多数の株主とのコミュニケーションの幅を拡大す

る契機になるとも期待される。この観点から、株主総会プロセスに関わる「対話支

援産業」が果たす役割も重要である。例えば、招集通知等の情報受取や議決権の電

子行使が行いやすいシステム環境が整えば、企業と株主双方の利便性も高まり、対

話の充実や質の向上にもつながるだろう。 
今後、新たな電子提供制度に関する検討の進捗を踏まえつつ、対話支援産業にお

いて、より利便性の高い情報プラットフォームの構築などの新たなサービス展開に

向けた検討が進み、企業と株主・投資家との対話を通じた企業の持続的な成長や中

長期的な企業価値の向上につながっていくことを期待したい。 
 

以上 
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 松井 秀征 立教大学 法学部法学科 教授 

(第１回～第５回) 安井  良太 株式会社東京証券取引所 上場部長 (研究会出席時) 
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株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会 開催実績 

第１回 日時：平成２７年１１月９日（月）１６：００～１８：００ 

議事：（１）株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会について 

（２）研究会の経緯及び検討事項について 

（３）我が国における電子化の現状について  

①早期（発送前）Web 開示 

②機関投資家による議決権行使の現状 

  

第２回 日時：平成２７年１２月２４日（木）１０：００～１２：００ 

議事：（１）「グローバルな機関投資家等の株主総会への出席に関するガイドライ

ン」の策定について（報告） 

（２）株主総会招集通知等の電子化について  

①早期（発送前）Web 開示情報が機関投資家に届くプロセス  

②米国等の「Notice & Access 制度」の概要及び利用実態  

③日本の個人株主の状況 

（３）議決権電子行使プラットフォームの利用効果と課題について 

 

第３回 

 

日時：平成２８年２月２日（火）１６：００～１８：００ 

議事：（１）招集通知関係書類の電子提供について   

（２）諸外国における株主総会プロセスの電子化の現状について 

（３）株主総会関連の適切な基準日の設定について 

  

第４回 日時：平成２８年３月４日（金）１６：３０～１８：３０ 

議事：（１）招集通知関係書類の電子提供について 

（２）株主総会関連の適切な基準日設定について 

（３）とりまとめの方向性について 

  

第５回 日時：平成２８年３月２９日（火）１６：００～１８：００ 

議事：（１）招集通知関連書類の電子提供について 

（２）これまでの指摘事項について 

  

第６回 日時：平成２８年４月１４日（木）９：００～１１：００ 

議事：とりまとめ案について 
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